指定施術機関　変更届書

生活保護法
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した
中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

	開設者の確認
	開設者　　・　　非開設者
	※施術機関
コード
	
	
	
	
	
	
	
	

	氏名
	

	住所
	※開設者の方は記載不要です。

	

	助産所又は
施術所の名称
	
	

	所在地
	※非開設者の方は記載不要です。
※非開設者の方は記載不要です。

	

	変更内容
	変更年月日

	助　産　師　又は　施術者情報
	旧
	氏名
	
	生年月日
	年　　月　　日
	年　　月　　日

	
	
	住所
	〒

	
	
	

	
	
	TEL
	
	
	
	

	
	新
	氏名
	
	生年月日
	年　　月　　日
	

	
	
	住所
	〒

	
	
	

	
	
	TEL
	
	
	
	

	助　産　所　又は　施術所情報
	旧
	名称
	
	年　　月　　日

	
	
	所在地
	〒

	

	
	
	TEL
	
	

	
	新
	名称
	
	

	
	
	所在地
	〒

	

	
	
	TEL
	
	

	その他
変更事項
	旧
	
	年　　月　　日

	
	新
	
	

	上記のとおり届け出ます。
年　　　月　　　日

（あて先）八尾市長
住所

届出者(助産師又は施術者)
氏名



　　　　


注意事項
１　この書類は、施術機関の氏名、住所、名称、所在地及びその他必要な事項に変更があったとき、所要事項を記載して提出してください。

２　貴機関が開設者である場合、氏名、名称又は所在地を変更された際、非開設者である場合は氏名又は住所を変更された際はその旨を告示します。


記載要領
１　助産・施術機関が届け出る場合には、その助産・施術機関について記載してください。

２　基本情報は届出時点の情報を記載してください。

３　氏名が変更した場合は、施術機関の氏名（フリガナ）、生年月日、住所を記入してください。

４　住所が変更した場合は、番地標記などを正確にご記載ください。

５　名称が変更した場合は、施術機関の「名称」は、略省等を用いることなく、記載してください。

６　所在地が変更した場合は、番地標記などを正確にご記載ください。



〈参考〉生活保護法施行規則第14条４項
４　指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関（以下「指定医療機関等」という。）は、医療法（昭和23年法律第205号）第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項、第75条第1項若しくは第75条の2第1項、医師法（昭和23年法律第201号）第7条第1項、歯科医師法（昭和23年法律第202号）第7条第1項、介護保険法第77条第1項、第78条の10第1項、第84条第1項、第92条第1項、第101条、第102条、第103条第3項、第104条第1項、第114条第1項、第114条の6第1項、第115条の9第1項、第115条の19第1項、第115条の29第1項若しくは第115条の35第6項、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第14条第1項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）第9条第1項若しくは第11条第2項又は柔道整復師法（昭和45年法律第19号）第8条第8項若しくは第22条に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、10日以内に、法第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。


